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第２４回 埼玉圏央道オオタカ等保護対策会議 

議事録 

 

日時：平成２７年 ５月 ２８日（木） １５：００～１６：３０ 

 

場所：大宮ソニックシティ ソニックシティービル７Ｆ ７０５会議室 

 

 

 

出席者 座長 葉山 嘉一 日本大学生物資源科学部 准教授 

 委員 池谷 奉文 公益財団法人日本生態系協会 会長 

  柳澤 紀夫 公益財団法人山階鳥類研究所 評議員 

  勅使河原 彰 狭山丘陵の自然と文化財を考える連絡会議 前代表委員 

  鈴木 伸 鳩山野鳥の会 代表 

事業者  上田 功 東日本高速道路株式会社 さいたま工事事務所長 

  真田 晃宏 国土交通省関東地方整備局 大宮国道事務所長 

    

事務局   大宮国道事務所  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 第２４回 埼玉圏央道オオタカ等保護対策会議 

2 

項目 主な意見と回答 

開 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）平成２７年繁

殖期の調査結果 

 

 

・定刻には早いのですが、委員の皆様は全員おそろいでございます

ので、第２４回埼玉圏央道オオタカ等保護対策会議について進めさ

せて頂きたいと思います。 

 委員の皆様におかれましては、御多忙の中御出席頂きまして、ま

ことにありがとうございます。 

 私、本日の司会を務めさせて頂きます、大宮国道事務所調査課長

の菊地でございます。よろしくお願い致します。 

 本日の会議の議事につきましては、「平成２７年繁殖期の調査結

果」と「調査地Ｌの保全対策」ということになってございます。よ

ろしくお願い致します。 

 議事に入る前に、本日の会議資料の確認をさせて頂きたいと思い

ます。まず議事次第、Ａ４の３枚つづりのもの。会議資料①として

Ａ３判のもの。その次に、会議資料②として「調査地Ｌの保全対策」

というもの。それから、参考資料としまして、オオタカの飛翔図等

の分厚いＡ３の資料。もう一つ、右肩に「第１３回埼玉圏央道オオ

タカ等保護対策会議抜粋」と記載しております、Ａ３の２枚つづり

のカラーのものがございます。これが本日の資料となっておりま

す。もし過不足等ございましたら、お申し出いただければと思いま

すが、大丈夫でしょうか。よろしいでしょうか。 

 

【会議資料】 

会議資料① 平成２７年繁殖期の調査結果 

会議資料② 調査地Ｌの保全対策 

参考資料  オオタカの飛翔図（平成２７年１月～３月） 

 

 それでは、議事次第に沿って進めさせて頂きたいと思います。 

 ここからは葉山座長に進行をお願いしたいと思います。 

 葉山座長、よろしくお願い致します。（事務局 菊地） 

 

・皆さん、こんにちは。どうぞよろしくお願いします。（●●●●）

 

・それでは、早速ですけれども、本日は、大きく分けて、「平成２

７年繁殖期の調査結果」と「調査地Ｌの保全対策」の２つの項目が

ありますので、まず繁殖期の調査結果から御説明をお願い致しま

す。よろしくお願いします。（●●●●） 
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項目 主な意見と回答 

（１）平成２７年繁

殖期の調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「会議資料① 平成２７年繁殖期の調査結果」の説明（事務局 岩

瀬） 

 

・補足でございます。 

 １ページで御説明致しました調査地Ｄ－Ｅにつきまして工事監

視モニタリングを実施しておりますが、現時点におきましてオオタ

カの営巣は確認されていないということで、これから営巣する可能

性は低いと考えられます。このような状況につきまして葉山座長に

相談させて頂きまして、５月末までに顕著な繁殖兆候がない場合は

工事監視モニタリングを終了することにしたいと思っております。

(事務局 菊地) 

 

・ありがとうございます。 

 ５月下旬までの各地区の繁殖状況の御説明でしたが、御質問、御

確認あるいは御意見がございましたら、出して頂きたいと思いま

す。 後に補足のお話がありましたけれども、この処置は例年、昨

年も同じように中止致しましたので、それを前提に進めさせて頂い

たわけですが、いかがでしょうか。（●●●●） 

 

・調査地Ａは、ほかの猛禽類が営巣しているのですか。前にもオオ

タカがそれで営巣できなかったのですが。（●●●●●●） 

 

・ノスリですかね。（●●●●） 

 

・今はどうなのですか。（●●●●●●） 

 

・調査を担当させて頂いております、埼玉県生態系保護協会の湯川

と申します。よろしくお願い致します。 

 Ａ地区ですけれども、 新の５月の結果は、ノスリが昨年の繁殖

巣において抱卵姿勢であることを確認しております。５月２１日の

調査時点においてです。（(公財)埼玉県生態系保護協会 湯川） 

 

・場所は、２ページの写真で言うとどこになりますか。大体でいい

ですけれども。（●●●●） 
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項目 主な意見と回答 

（１）平成２７年繁

殖期の調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）調査地Ｌの保

全対策（1章・２章） 

 

 

 

 

 

・口で説明しますと、星印ではなくて、Ａ１という文字が書いてあ

るところがありますが、そこから右側に５ｍｍぐらい。南東側とい

うのですか。（(公財)埼玉県生態系保護協会 湯川） 

 

・赤い枠の外側になりますか。（●●●●） 

 

・そうです。赤い枠の外側になります。（(公財)埼玉県生態系保護

協会 湯川） 

 

・どこかで記述しておいてくれるといいのですけれどね。せっかく

こういうことをしたので。ほかの猛禽類が繁殖で来ているというこ

とは、この会議で検討した対策の成果が上がっているということに

なると思うのです。オオタカだけではなくて。（●●●●●●） 

 

・次回からの説明の資料にその情報を組み込んで頂くとありがたい

と思います。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 なかなか繁殖してくれないという全体的な印象ですが。フクロウ

についても、調査地Ｆへの誘導が芳しくなくて、調査地Ｌで邪魔し

ているということですね。 

 よろしいでしょうか。 

 では、この内容については了解したということで。（●●●●）

 

・続いて、資料②を使っての御説明になりますけれども、１章、２

章、３章に分かれていて、３章はミティゲーションの内容ですので、

１章、２章を連続して説明して頂きたいと思います。どうぞよろし

くお願いします。（●●●●） 

 

「会議資料② 調査地Ｌの保全対策（１章・２章）」の説明（事務

局 菊地） 

 

・ありがとうございます。 

 昨年と同じような状況で、保全対策は、今お話があったような昨

年と同じやり方で実際されるということです。それから、無事に成

長してくれて巣立った場合に、その判断は、６ページのところでお
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項目 主な意見と回答 

（２）調査地Ｌの保

全対策（1章・２章） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）調査地Ｌの保

全対策（３章） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

話があったような基準で検討して工事を再開する。このようなお話

ですが、何か御意見はございますか。いかがでしょうか。今抱卵中

なのか、ひょっとしたら既に雛が孵化した可能性もあると思うので

すけれども、座り込んでいるので、調査地Ｌで引き続き繁殖活動が

続けられると判断されますけれども、それを前提にしたお話です。

よろしいでしょうか。基本的に同じような流れで。 

 では、巣立ちの判断に関しては、相談頂いた際に進めていきます

ので、よろしくお願いします。（●●●●） 

 

・先ほど資料１で説明させて頂いたのがあれだったかもしれないで

すけれども、Ｌ３で２羽の雛が孵っていることを確認しておりま

す。（事務局 菊地） 

 

・またふえるかもしれないですけれども、 低ラインは同じだとい

うことですね。場所が違っていて。（●●●●） 

 

・はい。（事務局 菊地） 

 

・わかりました。 

 それでは、続いて９ページ、１０ページの３章のところですね。

「影響低減・代替措置」の御説明をお願いします。（●●●●） 

 

「会議資料② 調査地Ｌの保全対策（３章）」の説明（事務局 菊

地） 

 

・ありがとうございます。 

 それでは、今の御説明に関して、御意見、御質問をよろしくお願

いします。いかがですか。（●●●●） 

 

・水辺ゾーンの調整池のところが、これもうっかりしていたのです

けれども、大部分がコンクリートだということで、この間の事前説

明のときに、１３回のときに説明してあるということなので、私も

１３回の資料を調べたら、確かに図面が提示されていました。それ

から、議事録を読んだら、確かにそういうこともあったのですけれ

ども、どうもあのときは坂戸下のビオトープが実施されていなかっ
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項目 主な意見と回答 

（２）調査地Ｌの保

全対策（３章） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たということで、かなり議論をした経緯があって、ここは私も十分

に理解していなかったことについては委員として大変申しわけな

いと思っていますけれども、なぜこれだけコンクリートの底版にす

る必要があるのか、１つはそういう根拠、コンクリート製でなけれ

ばいけないという根拠はあるかどうかという事と、見沼田圃の首都

高の高架下のビオトープなどは下をコンクリートにしていないは

ずですので、ほかでビオトープ化したところはわざわざコンクリー

トにしないで整備しているのに、ここはなぜできないか、そのあた

りをきちんと整理して報告してもらいたいのです。（●●●●●）

 

・事前説明の時にも御意見として頂いておりますが、現在、自然に

調和するような格好で、底版に蛇篭とかそういうのを検討しており

ますが、維持管理車両が中に入って作業をするとか、そういったと

ころを踏まえて、１３回のときにコンクリートのたたきの状態での

御提案をさせて頂いているところでございます。（事務局 菊地）

 

・ほかのところを見ても、所沢市の調整池なんかでも、管理車両が

入る斜面については確かにコンクリートにしてありますけれども、

ビオトープ化してあるところの広い底面をコンクリートにしてあ

るのは余りなかったものですから、１３回の時にきちんと議論すれ

ばよかったのですけれども、改めて今後の問題もありますから調整

池というのは、基本的にはあくまでも水が溜まるという事ですよ

ね。その容量の確保と、将来に渡ってそこが土砂で埋まったりした

ら、それを取り出せば良いという事ですから、わざわざここをコン

クリートにする必要はないのではないか。逆に言えば、コンクリー

トにしなければいけないという規則か何かあるのですか。（●●●

●●●） 

 

・規則は多分ないだろうと思いますが、今計画されているのは、調

整池としての機能がまずありまして、メンテナンスで車両が入っ

て、展開して戻ってくるところをコンクリートの面にさせて頂いて

います。 

 あと、緑色で描かせて頂いている部分が深掘りの構造になってい

まして、ここに草類を植えまして、この部分をビオトープという格

好にさせて頂いております。（事務局 菊地） 
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項目 主な意見と回答 

（２）調査地Ｌの保

全対策（３章） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・私が聞きたいのは、首都高なんかでも高架下のビオトープはコン

クリート底面にしていないわけです。そういうところで出来て、こ

こではできない理由があるのですか。単にその方が後々の管理がし

やすいというだけの説明であれば、せっかくこれだけのビオトープ

化をしていて、配慮が足りないのではないかという気がするので

す。（●●●●●●） 

 

・恐らくさいたま新都心線の下の部分に関しては、車両が入って管

理をするという形の調整池はないわけです。私も気になるのですけ

れども、管理車両が入り込んで作業をして、その動きを勘案してこ

の空間の幅をお考えになったという御説明でしたけれども、 低限

動くとしてという基本的な考え方があると思うのです。代替措置で

すから、できるだけ自然的な空間を多く取るという視点ですと、今

のような考え方になると思うのです。その際に、車の動きがどうな

るか、その辺を御説明して頂いて、少なくともこの幅が必要なのだ

というように御説明頂かないと、●●●●●●からの御意見に答え

たことにならないと思うのです。具体的には溜まった土砂を搬出す

るということですか。（●●●●） 

 

・維持管理というところでは、ゴミとか土砂が溜まった際の搬出の

ための車両ということになると思います。（事務局 菊地） 

 

・１３回のときにお示しして頂いた調整池のビオトープの断面図を

見ると、全部で２２ｍの幅があって、そのうちの約４ｍ・４ｍです

から、８ｍ部分が自然系の空間になって、残りはコンクリートだと

思うのですけれども、これだけの幅が必要なのでしょうか。（●●

●●） 

 

・ほかの遊水池なんかでも、土砂がたまった場合には、その容量を

確保しなければいけないわけです。ただ、ビオトープ化を進めてい

るところでは、そこですら下をコンクリートにしていないところが

沢山あるわけです。そうすると、せっかく他のところもきちんと意

識を持ってやってもらっているのに、ここだけはすごく違和感があ

る。確かに１３回の時に説明を聞きっぱなしでいた私が悪いので、
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項目 主な意見と回答 

（２）調査地Ｌの保

全対策（３章） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その点については委員として反省しております。ただ、不必要にコ

ンクリート化するのだったら、意味がないと思うのです。（●●●

●●●） 

 

・今の点に関して、委員の皆様、いかがお考えでしょうか。 

 これは、既にこの構造の前提で工事は進んでいるということです

よね。（●●●●） 

 

・そういうことでございます。（事務局 菊地） 

 

・恐らく１０ページの空間についても水辺ゾーンがあって、ここは

まだ手をつけていない場所になりますね。（●●●●） 

 

・そうです。１０ページの方はまだです。（事務局 菊地） 

 

・そうすると、ここの構造に関してはまだ検討の余地は残されてい

る気がしますけれども、その辺の工事の段取りとか、もろもろの問

題もあると思うのですが、どの程度の可能性が考えられますか。（●

●●●） 

 

・９ページの方につきましても、例えば水路に蛇篭の石のようなも

のを張るということもイメージとして出させて頂いておりますが、

調整池の容量を侵さない範囲内でのものは対応できるのかなとは

思っております。（事務局 菊地） 

 

・まだコンクリートは張っていないですよね。（●●●●●●） 

 

・まだコンクリートは張っていないです。（事務局 菊地） 

 

・だから、コンクリートを張らなければいいだけのことではないで

すか。基本的にはその容量さえ確保できればいいわけでしょう。ほ

かのところを見ても、車が入るスロープのところはコンクリートで

舗装してあっても、ビオトープ化してあるところの遊水面は基本的

にこんなコンクリート舗装はしていない事例が多いので、せっかく

これだけの影響低減・代替措置をしていて、ここだけすごい違和感



 第２４回 埼玉圏央道オオタカ等保護対策会議 

9 

項目 主な意見と回答 

（２）調査地Ｌの保

全対策（３章） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を私は感じたのです。法令、条例とかいろいろな施工規則か何かで、

遊水池の底面についてはコンクリートでなければいけないとか、そ

ういうのがあるならば、我々がそれに対して意見を言うあれはない

ですけれども、そういうのでなければ、せっかくなので、まだコン

クリート舗装をしていないのであれば、有効水面だけを確保する面

で、今後の状況を見てというわけにはいかないのでしょうか。（●

●●●●●） 

 

・済みません。この場で私ができると言うようなことは、申しわけ

ありません。（事務局 菊地） 

 

・現場の進捗状況と、何でこうしなければいけなかったのか、ここ

でやれますとか即答できないので、もう一回状況を確認の上で。（事

務局 塩谷） 

 

・ひょっとしたらその検討のための臨時の委員会を設けることもあ

るかもしれないですけれども、先ほど申しましたように、まだ手を

つけていない場所に関しての構造の検討にもかかわってくると思

うので、可能性を探って頂ければありがたいと思います。 

 そういうことでよろしくお願いします。（●●●●） 

 

・１３回できちんと説明を受けて、そのときに委員としてきちんと

意見を述べなかったということについては、私も反省しています。

ただ、せっかく影響低減・代替措置を広範囲にやってもらっている

のに、この遊水池のところだけが違和感があるようなものだと、影

響低減・代替措置がもっとよくできたのではないかという意見が出

て、後々のしこりになるといけないので、できる範囲で検討して頂

きたいと思います。（●●●●●●） 

 

・関連して確認しますけれども、１３回の資料で調整池のビオトー

プ化のところを見ると、基本的には、植栽を施す、あるいは水面が

永続して残る部分も含めて、底はコンクリートで全部固めるわけで

すね。（●●●●） 

 

・そういう構造になっております。（事務局 菊地） 
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項目 主な意見と回答 

（２）調査地Ｌの保

全対策（３章） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・一方で、草地のほうは下の地面の底はどういう構造になるのでし

ょうか。水のコントロールは必要ないので、そのまま土が下の方ま

でつながっているということですか。（●●●●） 

 

・もともと全体的には地べたのところにピアが立っていますので、

それを埋め戻した形になります。ですから、ピアとピアの間につい

ては、草地にするところについてはそのままの現地盤の状態でいき

ますので。（事務局 塩谷） 

 

・直近のところは地面の下に構造物があるわけですね。（●●●●）

 

・柱だけが出て、下に広めにフーチングがありますから、そこはど

うしても構造上コンクリートでないといけないので、下を１ｍ５０

ｃｍか２ｍぐらい掘ればフーチングのコンクリートが出てきてし

まいますけれども、ある程度感覚的にいきますと、１０数ｍぐらい

は土のままの状態ということになると思います。状況によってはそ

の部分の埋め戻しの土をもう一度確認させてもらって、本当に植物

を植えるのに適した形の土なのかどうかと。現地の土を戻しただけ

なので、その辺は現地で若干配慮の必要があるのではないかなと。

その辺は配慮したいと考えております。 

 したがいまして、先ほどの調整池については、大変申しわけござ

いません、もともと調整池でスタートしてしまっているものですか

ら、そもそも調整池自体ですと、水をためるだけという機能、要す

るにそれから水を少しずつ河川に戻していくという機能が一番大

切なわけでありまして、どうしてもその部分はほこりとかごみが溜

まるようになります。したがいまして、管理をしていかなければい

けない。そのためにスロープをつけて、車両をその調整池の中に入

れて人間が掃除していくという形等がありますので、車両が行った

り来たりするということも含めて底版の部分をコンクリートにさ

せてもらいました。そうでないとほとんど湿地と同じような状態に

なってしまって、建設機械が入れませんので、状況的にはスタート

がそういう形でスタートさせてもらっていたものですから、工事の

現在の確認は当然必要になってくると思います。今、上部工の工事

をやっている下の部分についてはこれからの施工になりますので、
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項目 主な意見と回答 

（２）調査地Ｌの保

全対策（３章） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その辺は、先生がおっしゃられたとおりもう一度調整、確認をとり

まして検討させて頂ければ思っております。（事務局 塩谷） 

 

・ありがとうございます。よろしくお願いします。 

 ほかには御意見はいかがですか。（●●●●） 

 

・確認したいのですけれども、私の認識が違っていたかなと思って。

この高架下のビオトープというのは、基本的に下は全部コンクリー

トを打って、その上に土を載せるということですか。（●●●●）

 

・そうではないです。（事務局 塩谷） 

 

・水面の中です。（●●●●） 

 

・水面のところだけで、ビオトープのところは土があるのですね。

（●●●●） 

 

・土があります。（●●●●） 

 

・この図のあれはコンクリートではないのですね。（●●●●） 

 

・遊水池のところだけです。だから、管理しやすいという。（●●

●●●●） 

 

・水のコントロールが必要ですから。（●●●●） 

 

・ほかのところでも、遊水池でビオトープ化を意識してやっている

ところはコンクリートをしていないところがあるわけですから、こ

こはせっかくこれだけやっているので、それは検討できないかとい

うことです。（●●●●●●） 

 

・わかりました。（●●●●） 

 

・ほかにはございますか。 
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項目 主な意見と回答 

（２）調査地Ｌの保

全対策（３章） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●●さんはよろしいですか。（●●●●） 

・事前の説明のときに、一番 後の１１ページの下の（３）の「高

架下ビオトープ化の整備スケジュール（予定）」で地域協働ワーキ

ンググループのことが入っていなかったということで、入れてもら

ったことについては大変ありがたく思っております。ただ、私もき

のうきょうと国の特別史跡の尖石遺跡の整備の委員会に出席した

のですけれども、ここでもいろいろ問題になるのは、地元説明会の

ときに、将来そこがどう維持管理されるかということに地元は非常

に注目するわけです。整備された段階では非常によくなるわけです

けれども、その後どうなるかという維持管理をきちんと説明しない

と、地元にはなかなか理解されないという事と、ビオトープという

のはなかなか地元の人が理解しにくい内容だと思いますので、せっ

かく地域でワーキンググループをしていますので、この座長なり指

揮者に地元の調整のときに一緒に行ってもらって、きちんと地元に

理解されるような形をとってほしいと思います。ぜひそれはお願い

します。（●●●●●●） 

 

・今の御意見はいかがでしょうか。（●●●●） 

 

・今の御意見は預かりまして、今後このワーキングを進める上での

参考にさせて頂きたいと思います。（事務局 菊地） 

 

・首都高のビオトープでもそうですけれども、どういう意図でこう

いう空間になっているかということをちゃんとアナウンスする仕

組みが大切になりますので、その辺も御配慮ください。（●●●●）

 

・今おっしゃった役割は、造園と鳥のことに詳しいので、座長が一

番適したスピーカーになられるのではないかと思いますが、その話

ではなくて、会議資料①の５ページです。Ｌ２からＬ３へ巣が移動

して、Ｌ３のカメラは地面からの撮影ということなので、毎日確認

に行っているわけですか。１週間分ですか。（●●●●） 

・毎日確認に行っているわけではなくて、撮影は常時昼夜続けてい

ますけれども、数日に１回データを回収しているということになり

ます。（（公財）埼玉県生態系保護協会 湯川） 
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項目 主な意見と回答 

（２）調査地Ｌの保

全対策（３章） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・そうすると、３日分ぐらいはわからない状況が出るということで

すね。例えば営巣の雛が全部死んでいたというようなことも３日、

４日は知られないということが起きるということですね。（●●●

●） 

 

・記録は残っているけれども、それを確認できない日にちがあると

いうことですね。（●●●●） 

 

・そうです。（（公財）埼玉県生態系保護協会 湯川） 

 

・７月の後ろの方になろうと思いますけれども、巣立ちの確認、あ

るいは巣立ってからしばらくの確認も、７月も同じように調査のス

ケジュールとしては行くわけですね。（●●●●） 

 

・そうです。データの回収には定期的に行きます。あとは、データ

の回収ではないのですけれども、林の外側から工事監視モニタリン

グは続けておりますので、状況は逐一、何らかの情報は把握してい

くということになります。（（公財）埼玉県生態系保護協会 湯川）

 

・それと、行動圏調査が月に２回行われていますが、７月も同じで

すか。（●●●●） 

 

・同じでございます。（（公財）埼玉県生態系保護協会 湯川） 

 

・わかりました。（●●●●） 

 

・ほかにはいかがですか。よろしいですか。時間はまだたっぷりあ

りますが、よろしければ。 

 それでは、先ほど御意見が出たような部分に関して宿題として残

しましたので、よろしく御対応をお願い致します。 

 それでは、議事としては（１）、（２）全て終わったということで、

進行をお返し致します。（●●●●） 

 

・ありがとうございました。 
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項目 主な意見と回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉会 

 

 

 

 調査地Ｌの繁殖状況につきましては、今後も慎重に現地調査を継

続していきたいと思っております。また、調査地Ｌの工事再開につ

きましては、事務局から提案させて頂きました流れで御了解を頂い

たということでございますので、その流れを踏まえて対応してまい

りたいと思っております。 

 今後の予定につきましては、今年の繁殖期の調査が終了しました

ら、繁殖結果について御報告させて頂きたいと思っております。 

 あと、本日の会議資料につきましては結構ボリュームもございま

すので、持ち帰りが大変だということでございましたら、事務局に

申しつけていただければ、事務局から後日郵送でお送りさせて頂き

たいと思っております。（事務局 菊地） 

 

・それでは、以上をもちまして第２４回埼玉圏央道オオタカ等保護

対策会議につきまして終了させて頂きたいと思います。 

 長時間にわたりまして、どうもありがとうございました。（事務

局 菊地） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


